
／ 枚目

番号 能力
所有
数量

番号
所有
数量

（注）　裏面の記載要領に従って記載すること。
（注）　記入欄が不足する場合は、右上に枚数を記入の上、２枚目以降を作成してください。
（注）　機械器具を所有していない場合も、必ず提出してください。

名称 種類名称種類 能力

　　　　営　業　用　機　械　器　具　調　書



1 記載は、次の表の配列の順によるとともに、当該番号を付記すること。（名称が自動的に入力されます。）

2 表に記載のない機械器具を所有しているときは、適宜55以下の番号を付記して記入すること。

番号 番号 番号 番号

27 44

28 45

2 ﾓｰﾀｰｽｸﾚｰﾊﾞｰ 13 29 46

3 被けん引ｽｸﾚｰﾊﾞｰ 14

31 48

32 49

5 ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ 33 50

17 さく岩機(ﾌﾞﾚｰｶｰを含む｡) 34 51

18 35 52

19 36 53

20 54

21 55

22 38 56

9 ｺﾝﾍﾞｱｰ 23 57

58

40 しゅんせつ船 59

25 41 60

42

43 99

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ(ﾙｰﾀｰ､ﾘｯﾊﾟﾄﾗｸﾀｰを
含む。)
1

ｼｰﾙﾄﾞ掘進機

砕石機

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ

30

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(さく井機等を含む｡)

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ

ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ及びﾜｺﾞﾝﾄﾞﾘﾙ

名　称

営業用機械器具一覧（記載要領）

15

16

8
固定式ｸﾚｰﾝ　(ﾀﾜｰ､ﾃﾞｯﾘｸ､ｼﾞ
ﾌﾞ､門形､ｹｰﾌﾞﾙ等を含む｡)

10
工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ､ｺﾞﾝﾄﾞﾗ､及びﾘ
ﾌﾄ車

6
ﾄﾗｯｸ類　(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
等を含む｡)

7
自走式ｸﾚｰﾝ　(ﾀﾜｰ､ﾎｲｰﾙ､ｸﾛｰ
ﾗｰ等を含む｡)

ｽﾀﾋﾟﾗｲｻﾞｰ

小型振動締固め機(振動ｺﾝﾊﾞｸﾀｰ､ﾗ
ﾝﾏｰ､ﾀﾝﾊﾞｰ等を含む｡)

26

くい打機及びくい抜機
(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏｰ､振動ﾊﾟｲﾙ
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ､気動ﾊﾝﾏｰ､油圧式､ﾜｲ
ﾔｰ式を含む｡)

11

12
大口径掘削機(ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ､ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭ
ﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ等を含む｡)

ｱｰｽｵｰｶﾞｰ

地下連続壁施工用機械

ｸﾞﾗｳﾄ機械(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ､ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻｰ
等を含む｡)

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ

ﾄﾝﾈﾙ掘進機(小口径管を含む｡)

動力ﾛｰﾗｰ　(ﾏｶﾀﾞﾑ､ﾀﾝﾃﾞﾑ､ﾀｲﾔ､振
動を含む｡)

24

ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ(ｽﾌﾟﾚﾔｰを含
む｡)

37

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ

路面切削機(積込機､ﾋｰﾀﾌﾞﾚｰﾅｰ
を含む｡)

39

起重機船(くい打ち船を含む｡)

引船

空気圧縮機

発動発電機

吹付機

ポンプ

清掃車（ﾄﾝﾈﾙ､ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､等を含
む。）

47

散水車

ﾗｲﾝﾏｰｶｰ

4
ｼｮﾍﾞﾙ系掘削機　(ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ､
ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ､ｸﾗﾑｼｪﾙ等
を含む｡)

名　称名　称名　称

製材木工機械

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻﾞｰを
含む｡)

ｺﾝｸﾘｰﾄ振動機

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ

機械器具の所有なし

金属工作機械

溶接機

原動機

変圧機


